
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さいたま市議会議員（2期目） 

市民の目線、初心を忘れずに！ 

  佐伯かずみ 

 

 

 
      

 
 

 

 

かずみん市議会活動レポート 

発行/ 佐伯かずみ事務所 〒330-0803 さいたま市大宮区高鼻町 2-69-10 

 048-729-5265 FAX 048-729-5267 

ホームページは佐伯かずみで検索             2026.3 月号 

NO.94 

2026 年度予算発表！さいたま市のお財布状況は？ 

前号（NO.93）では来年度予算から新たな特色ある事業を書き出しました。今号では、2026

年度（令和 8 年度）のさいたま市のふところ具合を簡単に説明いたします。 

【歳入（収入）は人口増などで増加】 

一般会計の歳入は 7,160 億円で昨年度より 126 億円（1.8％）増え、過去最大となりました。 

それは、さいたま市の人口が令和８年３月１日には、135 万 5,338 人と前年同月よりも約

5,500 人増え、市民所得も増えたからです。市税は 124 億円増え、過去最大の 3,162 億円（前

年度比 4.1％増）、地方消費税交付金も３７億円増（11.3％）の 368 億円など大きく増えました。 
 

【歳出も扶助費や人件費などの増加】 

 扶助費（児童手当、保育所への給付、医療費の助成、障害者給付、生活保護費）や人件費増で歳

出（支出）も増加しています。また過去に発行した市債の支払い、病院事業や介護保険事業への繰

り出し金が増えました。普通建設費はサーマルエネルギーセンターができたので減となりました。 
 

ちなみに、さいたま市の財政力指数は政令市 20 市のうち上から 3 位、将来負担比率は 6 位と

なっています。 

 

 この事業は、さいたま市内の住宅

に太陽光発電設備・蓄電池を設置す

る希望者を募り、スケールメリットを

活かした価格低減を促し、市民の皆

様が「よりおトク」に「より安心して」 

太陽光発電や蓄電池を導入できる

仕組みをつくることにより、再生可

能エネルギーの普及 

拡大を図る事業です。 

※太陽光発電設備は 

10kW 未満の容量を 

対象。（詳細は右 QR コードより） 

“太陽光パネル及び蓄電池“共同購入 第一次参加者募集！9 月 9 日まで 



モヤモヤやご意見は右

下の公式 LINEQR コー

ドからどうぞお気軽にご

相談ください。最近は私

への相談の約７割は

LINE からとなりました。 

市や私から 

の情報も 

時々流して 

います。 

 

プレミアム付きデジタル商品券 

申し込みは・・・？ 

4 月 10 日までです。 

購入期間：4 月 17 日～ 5 月 14 日 

利用期間：4 月 17 日～ 8 月 31 日 

コールセンターＴＥＬ：0120-037-505 

9 時 30 分～19 時まで 

各区役所に相談カウンター 

平日 9 時～17 時（16 時半受付まで） 

氷川参道歩行者専用化に！ 

交通規制は令和 8 年秋 

ただし一部北区間（中央通り

から片倉新道まで）は現状の

まま。令和 9 年度は舗装のし

つらえや道路設計を行い、令

和 10 年～11 年工事の実施

予定。（詳細は「氷川参道歩行

者専用化」で検索を。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026 年 4 月 1 日から自転車違反に「青切符」導入！16 歳以上対象 

埼玉県警察ホームページより 

上記の他、通行区分違反（車道の左側を通行が原則：6,000 円）、無灯火（5,000 円）、傘さし運転

（5,000 円）、などもあります。詳細は警察のホームページをご覧ください。 

【注】ただし、青切符導入後も、基本的には「指導警告」が優先され、悪質・危険な違反のみ

が検挙対象となります。飲酒運転や妨害運転はこれまでと同様に赤切符が適用（刑事手

続きに移行）されます。 

【青切符を切られた後の手順は？】 

1. 警察官から「青切符」と、反則金納付時に金融機関の窓口に持参する「納付書」が交付される。 

2. 違反を認めるときは、取締り（告知）を受けた翌日から原則 7 日以内に反則金を仮納付する。 

3. 2 で仮納付しなかった場合、青切符に記載された指定期日に交通反則通告センターに出頭し、反

則金の通告書と納付書の交付を受けて、通告を受けた翌日から原則 10 日以内に反則金を納付。 

 


